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は じめに

全国児童養護施設協議会制度検討特別委員会は、2003年4月 に 「児童養護施設近未来像Ⅱ 」

(以下:「 近未来像Ⅱ 」 とする)を 策定 している。 同委員会が1995年2月 に策定 した 「養護施設の

近未来像」報告書(以 下:「 近未来像Ⅰ 」 とす る)か ら8年 が経過 しているが、同協議会(以 下:全

養協 とする)は 、なぜ再び 「近未来像」を策定 したのであろ うか。

本研究の 目的は、 この 「近未来像Ⅰ 」 と 「近未来像Ⅱ 」の策定意義 とその連動性、及びそれぞ

れの内容を比較検討す ることを通 して、児童養護施設の今後のあ り方を探 ろうとす るものである。

その中で、まず1995年 の 「近未来像Ⅰ 」については、吉田が別 の機会 に報告 しているので(1)、

拙論では、主に2003年 の 「近未来像Ⅱ 」の内容に焦点を当て、両者の比較検討を主 として論述 し

ていくものである。

児童養護施設は、「児童福祉法」第7条 に定められた児童福祉施設のひとつであ り、「乳児 を除

いて、保護者のない児童、虐待 されている児童その他環境上養護を要する児童 を入所 させて、 こ

れ を養護 し、あわせてその 自立を支援す ることを 目的 とする施設」 と位置づけられている。歴史

的には、わが国の社会福祉 関係施設のなかで最 も古 くか ら存在 した種別の施設 といえ、児童 の生

活 を守 り、成長 ・発達を保 障す る、文字通 り生活問題 を抱える児童の 「最後の受け皿」 としての

役割を果た してきたのである。 しか し、その歴史性 と対象児童のもつ問題の特殊性 ゆえに、他の

社会福祉施設が時代の変遷 とともにその形態 も実践内容 も変化 し発展 してきたのに比べ、あま り

変化が見 られないのが実状である。 このことは、前述 した 「近未来像Ⅰ 」において、「養護施設

現場においては必ず しも児童福祉改革に前向きに対応 していこ うとす る姿勢に乏 しく、消極的も

しくは改革 を避け られれば避 けたい とい う姿勢が見 られ る」 と述べ られているように、全養協 自

体が認 めざるを得ない状況にあったのである。

対象児童の抱 える問題状況は、第二次大戦後今 日まで様 々な形に変化 している。

まず、終戦直後の混乱期 においては、戦争 による親 ・家族の崩壊や生活苦 といった状況の中で、

「特殊児童保護」 として 「孤児」「浮浪児」「非行児」の問題が政策対象 となっていたのであ り、

それが養護施設の主たる対象児童 であった。

そ して人口 流動化政策や所得倍増計画 といった一連の経済政策によって迎 えた高度経済成長 と

い う社会経済的動向を背景に、交通災害、労働災害、薬害、公害問題やそれに伴 う貧困、離婚、



親の不在、片親の児童、親のない児童 といった児童を取 り巻 く状況が大きく変化 し、「孤児」「棄

児」「遺児」の問題が顕在化す るのである。 この時期の 「孤児」の存在 は先の 「戦災孤児」 とは

異なった背景をもったもの として、社会経済的動向の反映によって もた らされた問題であった と

いえる。

その後、経済成長が低迷す る時期 を迎えることによって、さらに児童の持つ問題状況はより複

雑化するのである。 この時期 になると、生活困難、離別 ・死別による養育困難から、親がいる児

童の問題が顕在化 し、いわゆる 「棄児」 「養育不能児」「虐待児」問題が登場することにな り、そ

の様相は今 日まで続き、周知の ように、昨今では虐待を受けた児童が児童福祉施設 の対象となり、

増加 の一途をた どり、その処遇 も複雑化 ・専門化 している。

対象児童のもつ こうした問題状況の変化のなかで、児童養護施設は大きな役割 と使命 をもって

きたのである。 しか しそこでは、「保護 してやっている」的発想が根強 く、慈善 ・救済的発想か

ら抜けきることができなかった とい う実態があったのである。

児童のもつ問題や社会的変化に対応 しなかった理由 としては、まず第一に、わが国では一般 に

子 どもは親の保護が必要であるとい うことから、親の従属物的発想が根強く、それゆえ施設にお

いても子 どもの人権擁護の理念や実践 よりも施設側の都合 と発想が優先 され、それが長い間残存

してきたのである。第二の理由としては、施設への外圧がなかったことが上げられる。すなわち、

親や保護者が施設 に対 して意見をい うことはなかったのである。親がいないためにそれができに

くく、保護者会のようなものが結成 されることが少なかったことによって、施設側が自由に処遇

できたのであ り、そのことが障害者施設などとの違い となって現れてきた といえる。

このよ うな児童養護施設 自体のもつ問題状況 とともに、後述するよ うな政策的側面の問題 も重

複 して存在する中で、「養護施設 の近未来像」が構想 され るのである。

以下に、その経緯 と評価を含 めて、「近未来像Ⅱ 」 との比較検討 を加 えていくものである。

1.「 近未来像Ⅰ 」の経緯 とその評価

ふたつの 「近未来像」 を検討す る前に、 「近未来像Ⅰ 」の策定の経緯 と達成度 を確認 しておか

な くてはならない。1990年 代は、戦後体制からの脱却 を図る動きが活発化 してお り、社会福祉全

体が改革の潮流の中にあった。その流れの中で、1990年 には 「福祉関係八法改正」が行われ在宅

福祉政策 を盛 り込んだ社会福祉関係法の改正が行 われたのである。 「児童福祉法」に関 しては、

すでに 「子 どもの権利条約」が制定 されていたにも関わ らず、その理念 を活か しての改正ではな

く制度上の一部改正に止まったのである。 しか し、子 どもの権利 を保障するための理念を児童福

祉法に盛 り込む機運が高まっていた時期でもあり、こうした状況を背景 とした 「近未来像I」 は、

その後の 「児童福祉法」改正(1997年)に 向け、理念 を含めた抜本的改正を求め、その方向性 を示

す提言 として議論が進 められていったのである。



一方で
、直接に全養協の 「近未来像Ⅰ 」作成 に影響 を与えた ものがある。 当時、養護施設に入

所す る子 どもの特性 、家族状況の変化により養護施設 に求め られ る処遇 内容が複雑で高度なもの

になっていた。つま り、一つ 目は新たなるケア指針や職員の専門性の位置づ けの必要性である。

特に、「子 どもの権利条約」の理念の流入 により、旧態依然 とした子 ども観、養護観か らの脱却

が社会的に要請 され、 ケアのあ り方が問われていた。二つ 目は暫定定員の施設の増加 による経営

危機 の問題である。図1に あるよ うに養護施設の在所率は年々減少 してお り、 とくに1984年 を境

に著 しい減少傾 向を示 し1990年 には80%を 割っている。 山縣文治は、この定員割れの要因をニー

ズ とサー ビスの ミスマ ッチが起 こっているためと指摘 している(2)。 当然、サー ビス提供側であ

る養護施設はその存在意義を問われ、危機 にさらされ ることになった。そこで、養護施設は地域

に 目を向け、ショー トステイや相談業務など様々な育児支援サー ビスに取 り組み、ニーズを掘 り

起 こしてい くとい う、新たな存在意義 を模索す るようになっていったのである。

しかし、議論 が進むにつれ、二つ 目の要因である暫定定員問題が強 く影響を及 ぼし 「近未来像

Ⅰ」の方向を決定づけたのである。そのため、「子 どもの最善の利益」 とい う視点に立脚 した新

しいケアのあ り方の議論は不十分なまま、報告書の理念 として 「児童中心主義」が明記 され るに

止まることになって しまったのである。°中心 となる理念 とその理念を具現化す る議論が進まない

うちに、地域を対象 とした育児サー ビスを行 う家庭養育支援センター構想、そ して、養護施設 を

中心に据え専門施設をブ ランチとして接続す るとい う形態の社会的養護全体の再編構想が、同報

告書の主たる内容 として発表 されたのである。それは 「児童中心主義」ではなく、利用者にいか

に幅広いサー ビス提供 を行 うかとい う視点で策定 されたのであ り、施設存続の危機意識が色濃 く



反映 したもの となっているといえる。

さらにこの 「近未来像1」 策定後 においても多 くの指摘がおこなわれている。

まず、近未 来像が 「"お上"向 けの種別 ごとの"自 衛策奏上"」(3)で あ り、誰のため何のため

の改革案 かとい う 「近未来像1」 策定の動機が問われている。 当時、 「子 どもの権利条約」や

「北海道養護施設 ケア基準」の発表 に象徴 され るように、理念的にも実践的にも子 ともの視点に

立った枠組みが必要 とされてお り、その萌芽が見え始めていた。 しか し、この点について 「近未

来像Ⅰ 」では具体的に踏み込まれなかった。この背景には、施設内部の子 どもの権利に関する無

理解、反発が存在 していると考えられる。

また、「近未来像Ⅰ 」試案 の段階で指摘 された数 々の重要な提言も最終報告では、結局盛 り込

まれなかったのである。例えば、措置費委託制度に依存する養護施設の経営問題、事故責任や入

所条件などの法的性格の明確化 などである。また、「近未来像Ⅰ 」の施設再編改革案が、「現実の

施設 の実態を踏 まえた方向性が変革モデル の土台 となっていない」(4)ため、改革案 の具体的、

現実的 レベルでの推進は困難であるとい う現状 もそのまま となった。

「近未来像Ⅰ 」の施設機能の見直 し案は、現在の養護施設の機能 ・業務 と、その他 の施設(乳

児院、教護院、情緒障害児短期治療施設等)の 機能 ・業務 との調整が不可欠 な性格をもってい る。

しか し、各施設はそれぞれ同時期に各々の 「近未来像」 を策定中であ り、独 自の生き残 り策を模

索 していたのである。各施設問での議論や調整が行われず、各施設はその垣根を取 り払ってまで

の改革を想定 していなかったのである。

結局、各施設の思惑は 自身の生き残 りにあったために、施設再編成案の摺 り合わせをしないま

まに終わった ことが表面化 した といえる。 このように、足並みのそろわないまま 「児童福祉法」

改正を待つことになったのである。

ところで、1997年 の 「児童福祉法」改正の主た る内容は、①児童 自立生活援助事業(自 立援助

ホーム)を 法定化 し満20歳 まで措置が継続できるようになったこと、②名称を 「養護施設」か ら

「児童養護施設」に改称 したこと、③ 「虚弱児施設は児童養護施設 と見なす」 とされたこと、④

児童家庭支援セ ンターを児童養護施設等に付置できるようになったこと、な どである。

また、この翌年1998年 に 「児童福祉施設最低基準」も改正 され、その内容 は、①居室面積を従

来の2.47㎡ か ら3.3㎡ に引き上げたこと、② 「関係機関 との連携」を行 うことが明記 された こと、

③生活指導や職業指導に 「児童の自立を支援す ること目的 とする」 としたこと、④生活指導 と関

係機関の連携 において 「家庭環境の調整」を行 うことにしたこと、⑤施設長の懲戒権濫用禁止の

事項が盛 り込まれたこと、な どである。

自立援助ホームと児童家庭支援セ ンターの法定化は、 「近未来像Ⅰ 」で提言 された ことであり、

その意味では実現 したと事項 といえるが、一方で、虚弱児施設 との統合をはじめ、全養協の構想

とは異なる再編事項も含 められている。そ して 「児童福祉法」 自体 も一部改正にとどまり抜本的



改正には至 らなかった。つま り、「近未来像1」 はわが国の児童養護 を抜本的に変革す る提言 に

はな りえなかったのである。

2.「 児童養護施設近未来像Ⅱ 」

児童養護施設に関連す る事項のみな らず、全体的に見ても1997年 「児童福祉法」改正は理念 を

は じめ手つかずの点や不十分な点を数多 く残 した。政策主体は、改正当初から法改正を 「駅伝方

式」に例え、今回の法改正はあ くまで第一走者が走ったにすぎず、今後に期待 したい とい う旨の

発言を行っている(5)。

この法改正か ら7年 後、再び全養協から 「近未来像Ⅱ 」が発表 された。 この報告書の 「1策 定

の必要性 と視点」 には、 「国は、昨年末 より 『次世代育成支援対策推進法』や 『改正児童福祉

法』の国会上程をすすめる一方、社会保障審議会児童部会 に 『児童虐待の防止等に関す る専門委

員会』を立ち上げ、 「児童虐待防止法」の見直 しと児童福祉等の改正を視野に入れた議論 を集 中

的に進めている」(6)と され、このよ うな状況 を背景に、いわば 「駅伝の第二走者」が走 り出そ

うとす る中で、全養協に とっては再び提言を行 う機会がめぐってきたといえる。

一方
、児童虐待 の顕在化に ともない、児童養護施設に措置 される被虐待児の数は増加 し、2001

年度には児童養護施設の在所率は88%ま で回復 した。また、報告書には 「平成12年 度において、

児童虐待相談 として受 け付け られたケースの うち、14%が 施設入所措置 され、その4分 の3が 児

童養護施設入所 となっている」(7)と ある。児童相談所が児童虐待 と判断 した子 どもたちの うち、

お よそ1割 が児童養護施設に入所 している計算 となる。 この状況の変化は、児童養護施設に被虐

待児のケアを担 うためのハー ド・ソフ ト両面の整備 の必要性をもたらした。同時に、暫定定員問

題については、本質的解決ができないまま うやむや とな り、施設存続に関する危機意識は薄まっ

ていったのである。 こうした ことを背景 として、児童養護施設 は、児童虐待に対応す る施設 とし

てその存在意義を見いだすよ うになっていったと考えられる。

「近未来像Ⅱ 」は9章 か らなる。その うちの半分において、児童虐待の発生す るメカニズムに

関す る説明 と、児童虐待 に対応 した児童福祉全体の子育て支援システムのあ り方について述べて

いる。そ して市町村 を基礎 自治体に据えた今後の子育て支援 システムのあり方の方向性を描 こう

と試みている。つま り、子育て支援 システムの一環 としての児童養護施設 とい う視点を持ってい

ると理解す ることができる。

さらにこの 「近未来像Ⅱ 」は、 「近未来像Ⅰ 」の改訂版 としての性格 を持つ報告書で もあ り、

そこでは 「『養護 施設の近未来像』は…(略)… 戦後処理時代か らの 『養護施設』 に真 に決別 し、

新たな 『児童養護施設』の道 を模索 しようと試みたものだが、そこで積み残 した課題や先送 りし

た問題 も多々あ り…(略)… その見直 しが必要 となっている」 と指摘す る。 「積み残 した課題や先

送 りした問題」 とはいかなるものであ り、今後 の課題は何であるのか。つま り、 「近未来像1」



の内容や、施策への影響点等を適切に評価、検討 した うえで、「近未来像Ⅱ 」を描いていなくて

はならないのである。 しかし残念 なが ら、「近未来像Ⅱ 」では 「近未来像Ⅰ」 の到達点を列挙 し

たのみで、その到達点 とそれに対する反省をもとに して今後の方向性を打ち出 してはいるとはい

えない。 このことが 「近未来像Ⅰ 」の改訂版 としての存在を曖昧にさせているといえる。

そ こで以下に両報告書の関係を検討 していくことにする。

(1)理 念の比較

表1は 、両報告書の理念を並べてみたものである。 「近未来像1」 になって、よ うや く 「子 ど

もの権利条約」の理念が児童養護施設 の理念 となったことが理解できる。

また、①最善の利益に配慮 した人権 ・発達の保障に加 え、③保護者 と施設 との養育の協働、④

家族の再建 によ り、子 どもだけではな くその家族に対す る支援 も視野に入れたことで、従来の施

設観か らの脱却を図っている。

「近未来像Ⅱ 」に示 されている理念は、元来1995年 の 「近未来像Ⅰ 」に盛 り込むことが期待 さ

れた事項であ り、その意味では前進 とい うよりは、よ うや く本来の姿勢が明文化 されたとい うべ

きである。また、このよ うな理念 と社会福祉基礎構造改革の流れ を受 けて、「近未来像Ⅱ 」では、

子 どもの権利擁護の体制整備(苦 情解決、サー ビス評価、情報開示)を 提言 し、質的な向上を目指

している。 しか しなが ら、それをどのよ うに具現化す るかは明確にされておらず、今後の検討に

先送 りされている。

以上のように、理念の部分はようやく本来の形 になった といえるが、その方法論の部分での議

論、すなわち、要保護児童の養育に関す る政策主体の責任 の明確化や具体的な権利擁護体制に関

す る議論は不十分であ り、理念が十分に反映 されているとはいえない。

(2)サ ービス提供の方向

表2は 、サー ビス提供の方向性がどの ように継続 されているのかをま とめたものである。養護

サービスの多元化 と地域化の方向性は継続 されていることが うかがえる。

「近未来像Ⅰ 」では、単に家庭支援サー ビスを行 うとい う方向性 しか示 されてお らず、保育所

などの別の施設 ・機 関の行 う家庭支援サー ビス との役割分担については言及 されていなかった。



それに対 して、 「近未来像Ⅱ 」では、保育サー ビス との若干 の役割分担が試み られている。また、

V-2で は、児童養護問題を地域社会のなかでとらえるために、市町村 を基礎 自治体に据える方

向性 についても述べ られている。

しか しながら、「代替的サー ビスを中心に補完的サー ビスを併せて提供、今後は支援的サー ビ

スにまで間 口を広げる」(多 元化)と い う方向の妥 当性 と実現の可能性は疑 うべき余地がある。

なぜな らば、地域社会の中でその役割を果たすためには、「近未来像Ⅱ 」にあるよ うに、情緒障

害児短期治療施設や児童相談所等 との役割分担や連携 と協力だけでは不十分だか らである。市町

村 にはすでに補完的 ・支援的サー ビスを行 う、保育所や保健センター、教育機関な ど、子 どもの

養育に関わる機 関が幾つ も存在 している。それ らのサー ビスを整理 した上での役割分担や連携 と

協力のあ り方 を模索 していかなければならないが、それに関する記述は見 られない。また、ここ

には子 どもやその家族のケアに関す る方向性が記 されていない。 「近未来像Ⅱ 」の理念 を反映す

るサー ビス とは何であるのかとい う本質的議論が全 く展開されていないのである。 どのような子

どもとその家族を対象に してお り、どのようなケアや支援方法をとっていくのかが曖昧なのは、

本質的な議論がないことに由来すると言える。サー ビスを広げるのではなく、サー ビスの質を深

めることによって、児童養護施設 の役割を明確に し、その存在 を地域社会の中に位置づけること

が求 められる。

(3)類 型化の試み



「近未来像Ⅰ 」において提言 された家庭養育支援セ ンターは、1997年 の 「児童福祉法」改正に

おいて児童家庭支援センター として法制化 されている。 しか し、現実の児童家庭支援センターは

配置す る地域 に偏 りがあ り十分な予算の配分や職員配置に関する規定もなかった。それゆえ職員

増を図 らず に児童養護施設 に併設 したことによって、職員への加重負担が問題 となっている。 こ

のため、児童家庭支援セ ンターにおける地域支援はほとんど進んでいない といって よい。

「近未来像Ⅱ 」では各市町村につき一箇所配置 し、地域偏在を解消す ることを提言 して問題解

決を図っている。サー ビスの内容 については、児童虐待問題 に対応す るとい う 「近未来像Ⅱ」 の

策定 目的に沿って、若干方向性の違いが見 られ るが、ほぼ同じと考 えて良い。 「近未来像Ⅰ 」が

学童保育や地域交流事業、在所 ・通所サー ビスなど、あらゆるサー ビスを並べ立てているのと同

様に、「近未来像Ⅱ 」は、その機能を相談 と援助活動を中心に行 うとしているものの、一層の多



機能化を 目指す としている。また、児童家庭支援センターは今後 「基幹施設」に併設 され るとあ

り、地域小規模施設 を管理 ・運営す る役割 も担っていく方向である。課題 を幾つも抱 えている現

状であるにも関わらず、児童家庭支援センターに対す る期待感は大きいことが読み取れる。

児童家庭支援セ ンターは、児童相談所がこれまで担 うとされてきた一時保護や相談援助活動な

どのサー ビスの一部を実施する方向性を持つ ようになってきた。 しか し、「サー ビスの方向性」

と同様に本質的な議論がな されていないため、まだ十分にサー ビスのポイン トを絞 り込めていな

いといえる。また、実施主体を市町村に移行す るとしてい るが、現在、市町村間において財政面

な どの格差が開き、 「近未来像Ⅱ 」にあるよ うなサー ビスが全ての自治体において実際に行 える

かどうかは疑問である。

ところで、 「近未来像Ⅰ 」にあった 「短期養育支援ホーム」 に関する記述は削除 されている。

長期 ・短期のケースを見分けるのは困難であ り、創設するのは難 しい と判断 された と考えられ る。

②教育治療 ・自立援助型施設(表4)

「近未来像Ⅰ 」 に挙 げられた、 「情短施設や教護院 と養護施設の中間施設」の創設は、それぞ

れ の施設の合意が得 られなかったこと、政策に反映されなかったことな どにより実現できなかっ

た。

「近未来像Ⅱ 」においては、社会的養護 を担 う各種施設 との統合については、検討を先送 りし

ている。 「近未来像Ⅰ 」において、議論 を重ね続 けた集大成 として掲げた社会的養護体系再編成

案であったのにも関わらず、実現できなかった要因を含めて 「近未来像Ⅱ 」において再検討 しな

かったことは、批判 しなけれ ばならない。

今度は、児童虐待 とい う喫緊の問題に対応す るために情短施設 の増設を求めている。児童養護

施設か ら専門施設 に通所 させ るとい う方法を採用 しよ うとしているのである。児童養護施設のみ

の専門性 だけでは、対応できない子 どもが多く入所 している現状は変わ らず、今後 とも治療や教

育に専門性を持つ施設 との連携は欠 かせない。 また、この問題 は児童養護施設の専門性の位置付

けとい う課題 も含んでいるといえる。



「近未来像Ⅱ 」の描 く社会的養護 を担 う施設の将来像に関 しては、現行の施設体系を 「ゆるや

かに再編 し、その うえで現行施設の種別 を越えて複数の機能 を持つ複合的ないし総合的施設の設

置」する としてい る。 ここか ら読み取れるのは、改革路線 は継続する とい うことだけである。

各々の施設の持つ機能や特性を整理 し、再編 してい くためには さらなる検討が必要である。

③家庭養育代替施設(表5)

児童養護施設の主機能である、家庭養育代替であるが、その形態は現状 において、大舎制が7

割で、小舎制は2割 に満たない状況である。 「近未来像Ⅱ 」の提言の 目玉 ともいえるのが、施設

の小規模化である。 「近未来像Ⅰ 」において、全養協が実施 した調査 によると、多 くの施設が、

定員50名 の長期居住型施設 に将来のあり方を求めてお り、大舎制への執着が強 く、小規模化への

反発が存在 している。そ して児童虐待の増加により奇 しくも利用者数 は増加 してお り、それゆえ

定員増 を図 ることもできたであろ う。 しか しなが ら小規模化 を目指 してい くことに されたのであ

る。施設 の小規模化はユニ ットケアなどの形態で高齢者福祉分野ではすでに採用 されてお り、子

どものケアに関 しても、プライバ シーの保護や、職員 との安定 した信頼関係 の構築など様々なメ

リッ トがあるとされている。 「近未来像Ⅱ 」の理念である 「最善の利益に配慮 した人権 ・発達の

保障」、「子 どもと大人 との信頼関係 の構築」を具現化する方法であると考えられる。

しか し、 「近未来像Ⅱ 」には、なぜ小規模化なのか とい う理 由の説明がない。従来行 ってきた



集団での養護 に関する利点、欠点、小規模化を採用す る利点、欠点相方の検討 を行い、議論 を重

ねた上での提言ではない と推測 され る。また、実現化 に関して も課題が多い。小規模化のノウハ

ウのない児童養護施設は少なくない。処遇指針や職員への支援 ・研修などの検討の必要がある。

具体的には、集団構成、生活スタイル、職員の勤務態勢や地域社会等の関係 などが挙げ られ るが、

それに関す る記述は 「近未来像Ⅱ 」には見あたらないのである。

「近未来像Ⅱ 」では、里親に関す ることも記述 されている。 「近未来像Ⅰ 」では、里親に関し

ての将来構想 は全 く描かれていない。その後、2002年 度か ら 「専門里親制度」が開始 され、児童

養護施設 においては里親への レスパイ トケアの実施が役割 となった。 このよ うな政策的動向を受

けて、「近未来像Ⅱ 」においては、児童家庭支援センターにおいて相談援助活動を含む支援 を実

施すると提言 している。 しか しこれ は、単に政策的潮流に乗 っての記述であ りヽ施設 による里親

への支援のあ り方や支援の必要性に関す る議論 を十分 に行った上での提言ではない といえる。

(4)今 後の検討課題(近 未来像1)に ついて

「近未来像1」 には 「今後の検討課題」 として以下5点 が挙げられている。

1.隣 接領域の施設、里親な どとの役割分担。

2.児 童相談所 との役割分担。

3.類 型化 した施設での専門職員 の配置や職員配置、物的条件等の施設最低基準検討。

4.専 門職員の養成、確保、研修問題。

5。 実現へ向けての基本計画、実施計画などのアクションプログラムの策定。

これ ら5点 の課題 は、「近未来像Ⅱ 」においてはどのよ うに扱われたのであろうか。

まず、 「1.隣 接領域 との施設、里親な どとの役割分担」については前述 した通 りである。

つぎに 「2.児 童相談所 との役割分担」についてであるが、「近未来像Ⅰ 」では、「専門児童相

談所」へ の移行 も考え られ るとしたのみで、「新たな位置づけが必要である」 として検討 を今後

の課題 とした。 「近未来像Ⅱ 」 においては、児童相談所の権限を市町村(福 祉事務所)へ 委譲 し、

その役割を権利擁護機関 ・専門的判定機関 として再編す ること、市町村への指導を行 うこと、ま

た、一時保護所についても虐待を受けた子 どもを別に した一時保護所 を作 ることを提言 している。

今後の課題 として継続検討 された結果であるが、ここにおいても市町村への過剰な期待感が見受

けられ、実現化は困難であると予想 され る。

「3.類 型化 した施設での専門職員の配置や職員配置、物的条件等の施設最低基準検討」につ

いてであるが、現状の職員配置基準は6対1で あるが、「近未来像Ⅱ 」においては、「個別対応可

能な基準」への移行 を提言するのみで、具体的な数値については明確 に示 されていない。 また、

虐待問題等 を抱 えている家族へのケアの必要性の高まりか ら、常勤のファミリーソーシャル ワー

カーの緊急配置、治療機能の強化 の必要性か ら心理療法担当職員の全施設配置 と常勤化 を提言 し

ている。職員配置の数値に関 しては、1998年4月 に発表 された 「全養協制度検討特別委員会報告



書一最低基準改正に向けて一」 においては2対1と い う数値が銘記 されているが、「近未来像

Ⅱ」ではそれ に関す る数値の記述 はない。

次の 「4.専 門職員の養成、確保、研修問題」については表6の ように並記す ることができる。

「近未来像Ⅰ 」では、「施設が本来持 っている機能の専門性が低い」 ことを 自ら指摘 し、施設

と職員 の専門性の位置づけについての課題を今後の検討事項 とした。 「近未来像Ⅱ 」においては、

専門職員の養成に関 しては現在の保育土養成課程(2年)に1年 ない し2年 を加 えた施設保育士養

成専門課程の新設 を提言 している。 しか し、その具体的教育内容については言及 されていない し、

現行の保育士養成課程に1年 ない し2年 加 えるだけで、 目指すべ き施設保育士として必要な内容

が学習できるのかとい うことについても議論 されていない。すなわち、施設保育士が必要である

として も、"ど うい う施設保育士が要求 されているのか"と いった本質的な議論を抜きに しての

ものであり、その意味でも机上の空論 ・理想論の域 を出ないものになっているといえる。また、

職員の確保や研修に関す る言及 も削除されている。

それ どころか 「近未来像Ⅱ 」は、 「経験 とノウハ ウを活か した児童養護施設の先導的役割」を

担 うとしてお り、児童養護施設および職員の専門性の位置づけ、自己改革の方向性は見 られな く

なった。 これは最 も批判すべき事の一つである。 なぜならば、「近未来像Ⅰ 」で指摘 された施設

の専門性 と職員の専門性 の位置づけについては未解決の問題である。また、「近未来像Ⅱ 」にお

いて提言 された、施設の小規模化や児童家庭支援セ ンターでの実践は新たな試みである。それに

関す る職員の養成や研修 をはじめとした専門性に関する方向性は必要不可欠のはずである。 また、

「近未来像Ⅱ 」の理念 を具現化するためにも職員の専門性 に関す る検討 はなくてはな らない。

おわ りに

これまで 「近未来像Ⅰ 」 と 「近未来像Ⅱ 」の両報告書 を比較検討 してきた。これによ り、同 じ

過 ちが再び繰 り返 されているとい うことが理解 できる。すなわち、 「近未来像Ⅰ 」・「Ⅱ」 どち ら

においてもシステム論 に偏 りすぎ、職員の専門性 に関す る検討 をは じめとした、子 どもたちに対

するケアのあ り方についての議論がなお ざりにされてきた とい うことである。また、 どちらも具

体的数値 目標がないとい うこと、市町村への過剰 な期待があることか ら、実現困難であることが

予想 されることも明 らかになった。



「近未来像Ⅰ 」の策定後、社会福祉基礎構造改革や 「児童虐待防止法」の制定、地方分権の潮

流など、児童養護施設 を取 り巻 く政策的な状況が変化 している。そのため、確かに、施設体系の

見直 しや地方 自治体への責任 と負担の移譲の方向に対応 した将来構想を描 く必要性 があったとい

える。 しか し、 「近未来像Ⅰ 」において積み残 した施設や職員の専門性 など、児童養護実践のあ

り方に関す る議論 まで先送 りにすべきではなかったのである。 「近未来像Ⅱ 」において も 「これ

だけでは児童養護 のパラダイム転換は不可能である」 「新 たな養育論の確立なくして、今 日の要

保護児童問題への対応 を果た しえない」 と自らその欠点 を認めている。

従来か ら、児童養護施設は 「半専門性」 と言われ、科学的な観点による専門性は未だ確立 して

いない状態である。 「近未来像Ⅱ 」を策定にかかわった古川孝順は、 「児童養護施設の本領 は生活

保 障、発達保障の施設である。必要なのは、情緒障害児施設や専門病院 との役割分担、連携 と協

力である。…(略)… 『家庭代替機能』施設観 か ら一歩 を踏み出す ことが求められている」(8)と

い う。一歩踏み出すために必要な議論 とはなんであろうか。それは、どのよ うな子 どもを受け入

れ 、どの ように子 どもを社会に送 り出してい くのかとい う、対象の明確化 とケアのあ り方 に関す

る議論でなければな らない。

真に求め られているのは、 「子 どもの最善の利益」 を追求す る理念の下、児童 中心主義 を具現

化すべ き本質論的議論である。それはまず、児童養護 を展開する上で必要な政策主体の責任 と負

担の明確化である。そ してその上にたって、新たな養育論の確立 と児童養護施設実践のあ りよ う

を問 う議論である。その議論が土台とな りシステム論が展開されねばならない。 これ らの点につ

いては別 の機会に、新たな養育論に関する提言 と、それをもとに した今後 の児童養護施設のあ り

方 について検討を進 めてい く予定である。
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